
 建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成28年５月31日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第50号 

   建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

 建築基準法施行細則（昭和47年岩手県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

第６条及び第７条 ［略］ 第６条 ［略］ 

 （意見の聴取請求書）  （意見の聴取請求書） 

第８条 ［略］ 第７条 ［略］ 

（特殊建築物の定期報告）  （建築物の定期報告） 

第９条 法第12条第１項の知事が指定する建築物は、次の表の

（い）欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する

部分が同表の（ろ）欄に掲げる階にあるもの（３階以上の階

又は地階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方

メートル以下のものを除く。）又はその用途に供する部分の

床面積の合計が同表の（は）欄に掲げる面積に該当するもの

とし、省令第５条第１項の規定により知事が定める報告の時

期は、同表の（い）欄に掲げる用途に供する建築物の区分に

応じ、同表の（に）欄に掲げる時期とする。 

第８条 法第12条第１項の規定により知事が指定する特定建築

物は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用

途に供する部分が同表の中欄に掲げる階にあるもの（地階又

は３階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が

100平方メートル以下のものを除く。）又はその用途に供す

る部分の床面積の合計が同表の右欄に掲げる面積に該当する

ものとする。 

 （い） （ろ） （は） （に）       

 

用 途 

（い）欄の

用途に供す

る階 

（い）欄の

用途に供す

る部分の床

面積の合計 

報告する時

期 

  

用 途 

 

階 

 

面 積 

 

 

 

 

 

 劇場、映画

館又は演芸

場 

３階以上の

階、主階が

１階にない

もの又は地

階 

客席の部分

が200平方メ

ートル以上

のもの 

昭和 5 4年を

始期として

３年ごとの

４月１日以

降における 

  劇場、映画館、演

芸場、観覧場（屋

外観覧場を除く。

）、公会堂又は集

会場（これらのう 

 客席の部分が200

平方メートル以上

のもの 

 

 観覧場（屋

外観覧場を

除く。）、

公会堂又は

集会場 

３階以上の

階又は地階 

客席の部分

が200平方メ

ートル以上

のもの 

調査により

その年の９

月30日まで 

  ち避難階（政令第

13条第１号に規定

する避難階をいう

。以下この項及び

次項において同じ

。）のみをその用

途に供するものに

限る。） 

   

 病院、診療

所（患者の 

３階以上の

階又は地階 

２階の部分

が300平方メ 

   共同住宅、寄宿舎

若しくは児童福祉 

地階又は３階以上

の階 

２階の部分が300

平方メートル以上 

 



 収容施設を

有するもの

に限る。）

又は児童福

祉施設等 

 ートル以上

のもの 

   施設等（政令第

115条の３第１号

に規定する児童福

祉施設等をいう。

次項において同じ 

 のもの  

 旅館又はホ

テル 

３階以上の

階又は地階 

２階の部分

が300平方メ

ートル以上

のもの 

昭和 5 5年を

始期として

３年ごとの

４月１日以 

  。）（これらのう

ち高齢者、障害者

等の就寝の用に供

する用途（定期報 

   

 博物館、美

術館、図書

館、ボーリ

ング場、ス

キー場、ス

ケート場、

水泳場又は

スポーツの

練習場 

３階以上の

階又は地階 

2,000平方メ

ートル以上

のもの 

降における

調査により

その年の９

月30日まで 

  告を要しない通常

の火災時において

避難上著しい支障

が生ずるおそれの

少ない建築物等を

定める件（平成28

年国土交通省告示

第240号）第１第

２項に規定する高 

   

 百貨店、マ

ーケット、

展示場、キ

ャバレー、

カフェー、

ナイトクラ

ブ、バー、

ダンスホー

ル、遊技場

、公衆浴場

、待合、料

理店、飲食

店又は物品

販売業を営

む店舗（床

面積が 10平

方メートル

以下のもの

を除く。） 

３階以上の

階又は地階 

２階の部分

が500平方メ

ートル以上

のもの 

   齢者、障害者等の

就寝の用に供する

用途をいう。）に

供するものを除く

。）又は下宿 

   

 下宿、共同

住宅又は寄

宿舎 

３階以上の

階又は地階 

２階の部分

が300平方メ

ートル以上 

昭和 5 6年を

始期として

３年ごとの 

      



   のもの ４月１日以       

 学校又は体

育館 

３階以上の

階又は地階 

2,000平方メ

ートル以上 

降における

調査により 

  学校又は学校に附

属する体育館 

地階又は３階以上

の階 

2,000平方メート

ル以上のもの 

 

   のもの その年の９   体育館（学校に附 地階   

    月30日まで   属するものを除く

。）、博物館、美

術館、図書館、ボ

ーリング場、スキ

ー場、スケート場

、水泳場又はスポ

ーツの練習場（こ

れらのうち避難階

のみをその用途に

供するものを除く

。） 

   

 

   

   体育館（学校に附

属するものを除く

。）、博物館、美

術館、図書館、ボ

ーリング場、スキ

ー場、スケート場

、水泳場又はスポ

ーツの練習場（こ

れらのうち避難階

のみをその用途に

供するものに限る

。） 

 2,000平方メート

ル以上のもの 

 

 事務所その ３階以上の     事務所その他これ 地階又は３階以上   

 他これに類

するもの（

階数が５以

上で延べ面

積が1,000平

方メートル

を超えるも

のに限る。

） 

階又は地階 

 

   に類するもの（階

数が５以上で延べ

面積が1,000平方

メートルを超える

ものに限る。） 

の階   

２ 法第12条第１項に規定する所有者は、省令別記第三十六号

の二の四様式及び省令別記第三十六号の二の五様式並びに省

令第５条第３項の調査結果表に知事が別に定める図書を添え 

２ 法第12条第１項の規定による報告の時期は、次の表の左欄

に掲げる建築物の用途の区分に応じ、同表の右欄に定める時

期とする。 



 て所管する局長に提出しなければならない。  用 途 時 期  

  劇場、映画館、演芸場、観覧場

（屋外観覧場を除く。）、公会

堂又は集会場 

昭和54年を始期として

３年ごとの４月１日以

降における調査により 

 

  病院、診療所（患者の収容施設 その年の９月30日まで  

  を有するものに限る。）又は児

童福祉施設等 

  

  ホテル又は旅館 昭和55年を始期として  

  博物館、美術館、図書館、ボー

リング場、スキー場、スケート

場、水泳場又はスポーツの練習

場 

３年ごとの４月１日以

降における調査により

その年の９月30日まで 

 

  百貨店、マーケット、展示場、

キャバレー、カフェー、ナイト

クラブ、バー、ダンスホール、

遊技場、公衆浴場、待合、料理

店、飲食店又は物品販売業を営

む店舗（床面積が10平方メート

ル以下のものを除く。） 

  

  共同住宅、寄宿舎又は下宿 昭和56年を始期として  

  学校又は体育館 ３年ごとの４月１日以  

  事務所その他これに類するもの

（階数が５以上で延べ面積が

1,000平方メートルを超えるもの

に限る。） 

降における調査により

その年の９月30日まで 

 

３ 第１項に規定する知事が指定する建築物の廃止又は使用の

休止（当該建築物について、最後に法第12条第１項の規定に

よる報告を行った日の翌日から起算して３年を経過する日の

翌日以降の日までの休止に限る。）をしたときは、遅滞なく

別に定める様式による建築物等廃止（休止）届により所管す

る局長に届け出なければならない。 

３ 法第12条第１項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であ

るものとして同項の政令で定める建築物及び第１項の知事が

指定する特定建築物の所有者（同条第１項に規定する所有者

をいう。）は、当該建築物又は特定建築物の使用の廃止又は

休止（当該休止の期間が、最後に同条第１項の規定による報

告を行った日の翌日から起算して３年を経過する日の翌日以

降にわたる場合に限る。）をしたときは、遅滞なく別に定め

る様式による建築物等使用廃止（休止）届により所管する局

長に届け出なければならない。 

４ 前項の規定による休止の届出をした建築物については、第

１項及び第２項の規定にかかわらず、当該届出の日から当該

建築物に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法

第12条第１項の規定による報告を要しない。 

４ 前項の規定による休止の届出をした建築物又は特定建築物

については、第１項及び第２項の規定にかかわらず、当該届

出の日から当該建築物又は特定建築物に係る次項の規定によ

る届出を行う日までの間は、法第12条第１項の規定による報

告を要しない。 

５ 第３項の規定による休止の届出をした建築物を再び使用し ５ 法第12条第１項に規定する所有者は、第３項の規定による



ようとするときは、使用を再開する日の前日までに、別に定

める様式による建築物等再使用届に第２項に規定する図書を

添えて所管する局長に届け出なければならない。 

休止の届出をした建築物又は特定建築物を再び使用しようと

するときは、使用を再開する日の前日までに、別に定める様

式による建築物等再使用届に省令第５条第３項本文に規定す

る報告書、定期調査報告概要書及び調査結果表を添えて所管

する局長に届け出なければならない。 

（建築設備等の定期報告） （特定建築設備等の定期報告） 

第10条 法第12条第３項の規定により知事が指定する建築設備

は、エレベーター及びエスカレーター（いずれも一戸建て等

の個人住宅に設置されたものを除く。）並びに前条第１項に

規定する建築物の建築設備で次に掲げるものとする。 

第９条 法第12条第３項の規定により知事が指定する特定建築

設備等は、政令第16条第１項各号に掲げる建築物又は前条第

１項に規定する特定建築物に設ける特定建築設備等で次に掲

げるもの（第４号に掲げる防火設備にあっては、同項に規定

する特定建築物に設けるものに限る。）とする。 

 (１) 換気設備（機械換気設備又は中央管理方式の空気調和

設備で法第28条第２項ただし書又は第３項の規定により政

令で定められた技術的基準に従って設けられたものに限る

。） 

 (１) 換気設備（機械換気設備又は中央管理方式の空気調和

設備で法第28条第２項ただし書又は第３項の規定により政

令で定められた技術的基準に従って設けられたものに限る

。次項において同じ。） 

 (２) 排煙設備（排煙口に煙感知器と連動する自動開放装置

又は遠隔操作方式による開放装置若しくは排煙機で法第35

条の規定により政令で定められた技術的基準に従って設け

られたものに限る。） 

 (２) 排煙設備（排煙口に煙感知器と連動する自動開放装置

又は遠隔操作方式による開放装置若しくは排煙機で法第35

条の規定により政令で定められた技術的基準に従って設け

られたものに限る。次項において同じ。） 

 (３) 非常用の照明装置（法第35条の規定により政令で定め

られた技術的基準に従って設けられたものに限る。） 

 (３) 非常用の照明装置（法第35条の規定により政令で定め

られた技術的基準に従って設けられたものに限る。次項に

おいて同じ。） 

  (４) 防火設備（随時閉鎖又は作動をできるもの（防火ダン

パーを除く。）に限る。次項において同じ。） 

２ 法第88条第１項において準用する法第12条第３項の規定に

より知事が指定する昇降機等は、政令第138条第２項各号に

掲げるものとする。 

 

３ 省令第６条第１項の知事が定める時期は、毎年建築設備等

を設置した日の属する月に応当する月の初日以降における検

査により当該初日から３月を経過する日までとする。 

２ 法第12条第３項の規定による報告の時期は、次の表の左欄

に掲げる特定建築設備等の区分に応じ、同表の右欄に定める

時期とする。 

  特定建築設備等 時 期  

  昇降機 毎年設置した日の属す

る月に応当する月の初 

 

   日以降における検査に

より当該初日から３月

を経過する日まで 

 

  換気設備、排煙設備、非常用の 毎年４月１日以降にお  

  照明装置又は防火設備 ける検査によりその年

の９月30日まで 

 

４ 法第12条第３項（法第88条第１項において準用する場合を ３ 前条第３項から第５項までの規定は、法第12条第３項の政



含む。）に規定する所有者は、第１項のエレベーター若しく

はエスカレーター又は政令第138条第２項第１号に掲げるも

のの所有者にあっては省令別記第三十六号の三様式及び省令

別記第三十六号の三の二様式並びに省令第６条第３項の検査

結果表に知事が別に定める図書を添えて、政令第138条第２

項第２号又は第３号に掲げる遊戯施設の所有者にあっては省

令別記第三十六号の三の三様式及び省令別記第三十六号の三

の四様式並びに省令第６条第３項の検査結果表に知事が別に

定める図書を添えて、建築設備で第１項各号に掲げるものの

所有者にあっては省令別記第三十六号の四様式及び省令別記

第三十六号の四の二様式並びに省令第６条第３項の検査結果

表に知事が別に定める図書を添えて所管する局長に提出しな

ければならない。 

令で定める特定建築設備等及び第１項の知事が指定する特定

建築設備等の使用の廃止若しくは休止又は再開について準用

する。この場合において、これらの規定中「法第12条第１項

」とあるのは「法第12条第３項」と、前条第３項中「同条第

１項の規定による」とあるのは「同条第３項の規定による」

と、「３年」とあるのは「１年」と、同条第５項中「省令第

５条第３項本文」とあるのは「省令第６条第３項本文」と、

「定期調査報告概要書」とあるのは「定期検査報告概要書」

と、「調査結果表」とあるのは「検査結果表」と読み替える

ものとする。 

５ 第１項に規定する知事が指定する建築設備及び第２項に規

定する知事が指定する昇降機等（以下「建築設備等」という

。）の廃止又は使用の休止（当該建築設備等について、最後

に法第12条第３項の規定による報告を行った日の翌日から起

算して１年を経過する日の翌日以降の日までの休止に限る。

）をしたときは、遅滞なく建築物等廃止（休止）届により所

管する局長に届け出なければならない。 

 

 

６ 前項の規定による休止の届出をした建築設備等については

、第１項から第４項までの規定にかかわらず、当該届出の日

から当該建築設備等に係る次項の規定による届出を行う日ま

での間は、法第12条第３項の規定による報告を要しない。 

 

７ 第５項の規定による休止の届出をした建築設備等を再び使

用しようとするときは、使用を再開する日の前日までに、建

築物等再使用届に第４項に規定する図書を添えて所管する局

長に届け出なければならない。 

 

  （工作物の定期報告） 

 第10条 法第88条第１項において準用する法第12条第１項及び

第３項の規定による報告の時期は、毎年法第88条第１項に規

定する昇降機等（次項において「昇降機等」という。）を設

置した日の属する月に応当する月の初日以降における検査に

より当該初日から３月を経過する日までとする。 

 ２ 第８条第３項から第５項までの規定は、昇降機等の使用の

廃止若しくは休止又は再開について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「法第12条第１項」とあるのは「法第

88条第１項において準用する法第12条第１項及び第３項」と

、第８条第３項中「同条第１項」及び「同項」とあるのは「

法第88条第１項において準用する法第12条第１項及び第３項

」と、「３年」とあるのは「１年」と、同条第４項中「第１



項及び第２項」とあるのは「第１項」と、同条第５項中「省

令第５条第３項本文」とあるのは「省令第６条の２の２第３

項本文」と、「定期調査報告概要書」とあるのは「定期検査

報告概要書」と、「調査結果表」とあるのは「検査結果表」

と読み替えるものとする。 

 （書類の経由）  （書類の経由） 

第24条 ［略］ 第24条 ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる省令又は

この規則に規定する同表右欄に掲げる申請書等（当該申請書

等の添付図書及び添付書類を含む。）の提出については、建

築物等のある区域を所管する市町村長の経由を要しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる省令又は

この規則に規定する同表の右欄に掲げる申請書等（当該申請

書等の添付図書及び添付書類を含む。）の提出については、

建築物等のある区域を所管する市町村長の経由を要しない。 

 条 項 申請書等   条 項 申請書等  

  ［略］     ［略］   

 省令第４条の16第２項 ［略］   省令第４条の16第２項 ［略］  

     省令第５条第３項 定期調査報告書（省令別記  

      第三十六号の二様式）及び

定期調査報告概要書（省令

別記第三十六号の三様式） 

 

     省令第６条第３項及び第６

条の２の２第３項 

定期検査報告書（昇降機）

（省令別記第三十六号の四

様式）及び定期検査報告概

要書（昇降機）（省令別記

第三十六号の五様式） 

 

     省令第６条第３項 定期検査報告書（建築設備

（昇降機を除く。））（省

令別記第三十六号の六様式

）及び定期検査報告概要書

（建築設備（昇降機を除く

。））（省令別記第三十六

号の七様式） 

 

      定期検査報告書（防火設備

）（省令別記第三十六号の

八様式）及び定期検査報告

概要書（防火設備）（省令

別記第三十六号の九様式） 

 

     省令第６条の２の２第３項 定期検査報告書（遊戯施設

）（省令別記第三十六号の

十様式）及び定期検査報告 

 

      概要書（遊戯施設）（省令

別記第三十六号の十一様式

 



） 

 省令第８条第１項  ［略］   省令第８条第１項  ［略］  

  ［略］     ［略］   

 第８条  ［略］   第７条  ［略］  

 第９条第２項 定期調査報告書（省令別記

第三十六号の二の四様式）

及び定期調査報告概要書（

省令別記第三十六号の二の

五様式）並びに調査結果表 

     

 第９条第３項 建築物等廃止（休止）届   第８条第３項（第９条第３ 建築物等使用廃止（休止）  

     項及び第10条第２項におい

て読み替えて準用する場合

を含む。） 

届  

 第９条第５項  ［略］   第８条第５項（第９条第３

項及び第10条第２項におい 

 ［略］  

     て読み替えて準用する場合

を含む。） 

  

 第10条第４項 定期検査報告書（昇降機）

（省令別記第三十六号の三 

     

  様式）及び定期検査報告概

要書（昇降機）（省令別記

第三十六号の三の二様式）

並びに検査結果表 

     

  定期検査報告書（遊戯施設

）（省令別記第三十六号の

三の三様式）及び定期検査

報告概要書（遊戯施設）（

省令別記第三十六号の三の

四様式）並びに検査結果表 

     

  定期検査報告書（建築設備

等（昇降機及び遊戯施設を

除く。））（省令別記第三

十六号の四様式）及び定期

検査報告概要書（建築設備

等（昇降機及び遊戯施設を

除く。））（省令別記第三

十六号の四の二様式）並び

に検査結果表 

     

 第10条第５項 建築物等廃止（休止）届      

 第10条第７項 建築物等再使用届      



 第11条  ［略］   第11条  ［略］  

  ［略］     ［略］   

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則                                                     

 （施行期日） 

１ この規則は、平成28年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の建築基準法施行細則（以下「改正後の規則」という。）第８条第３項及び第５項（これらの規定を改

正後の規則第９条第３項及び第10条第２項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定は、この規則の施行の日（以下「

施行日」という。）以後に提出する届について適用し、施行日前に提出した届については、なお従前の例による。 

３ 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（平成28年国土交通省令第10号。以下「一部改正省令」という。）附則第２条第

４項に規定する小荷物専用昇降機に係る改正後の規則第９条第２項の規定は、平成30年度における検査及び当該検査結果の報告

から適用する。 

４ 換気設備、排煙設備又は非常用の照明装置（改正後の規則第９条第１項第１号から第３号までに掲げる換気設備、排煙設備又

は非常用の照明装置をいう。次項において同じ。）に係る同条第２項の規定は、平成29年度における検査及び当該検査結果の報

告から適用し、平成28年度における検査及び当該検査結果の報告については、なお従前の例による。 

５ 施行日から平成29年３月31日までの間において換気設備、排煙設備又は非常用の照明装置の使用を休止した場合における改正

後の規則第９条第３項において読み替えて準用する改正後の規則第８条第３項の規定の適用については、同項中「最後に同条第

３項の規定による報告を行った日の翌日から起算して１年を経過する日の翌日」とあるのは、「平成29年９月30日」とする。 

６ 一部改正省令附則第２条第４項に規定する防火設備（次項に規定する防火設備を除く。）に係る改正後の規則第９条第２項の

規定の適用については、平成31年３月31日までの間は、同項中「毎年４月１日以降における検査によりその年の９月30日」とあ

るのは、「平成28年６月１日から同年９月30日まで、平成29年４月１日から同年９月30日まで又は平成30年４月１日から同年９

月30日までのいずれかの期間における検査により当該検査をした年の９月30日」とする。 

７ 一部改正省令附則第２条第４項に規定する防火設備（高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途（定期報告を要しない通常の

火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件（平成28年国土交通省告示第240号）第３第２号

に掲げる建築物に設けるものに限る。）に係る改正後の規則第９条第２項の規定は、平成30年度における検査及び当該検査結果

の報告から適用する。 

８ 改正後の規則に規定する別に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 
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